
平成 26 年 3 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 横手市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

事 業 内 容 

①「横手市市民後見人養成研修（基礎研修）」 

（対象者）横手市内在住で社会貢献への意欲と熱意がある方 

（カリキュラム）別紙資料のとおり 

（講師）・行政職員、地域包括支援センター職員 

    ・日本年金機構職員 

    ・弁護士、司法書士、社会福祉士、精神保健福祉士、税理士 

県社会福祉協議会職員、障がい者支援施設職員 

 

②「横手市市民後見人養成研修（実践研修）」 

（対象者）基礎研修の修了者で、市民後見人として活動することを希望し、

研修の全日程を受講できる方、基礎研修で得た知識をさらに深め

たい方 

（カリキュラム）別紙資料のとおり 

（講師）・行政職員、地域包括支援センター職員 

・家庭裁判所職員 

・司法書士、社会福祉士、高齢者施設・障がい者支援施設職員 

事業スケジュール 

（予定を含む） 

① 基礎研修受講者募集開始 平成２５年６月中旬 

② 基礎研修事前説明会 平成２５年７月１日 

③ 基礎研修 全４回 平成２５年７月１６日・２５日・８月１日・８日 

④ 実践研修 全６回 平成２５年１０月２日・９日・１６日・２３日 

３０日・１１月６日 

備      考 
・基礎研修受講者 ２７人 うち修了者 ２２人 

・実践研修受講者 ２０人 うち修了者 １６人 

 

 

 

別添 



平成 26 年 3 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 横手市 

 

事 業 区 分 （２）市民後見人の活動を安定的に実施するための組織体制の構築 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「成年後見支援センター」の設置 

 地域包括支援センター内に設置し、成年後見制度に関する相談窓口及び市

民後見人名簿の管理・登録を行う。 

 

②「成年後見支援センター運営検討委員会」の開催 

 弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門職や医療・福祉関係者及び民生委

員等からなる運営検討委員会を開催し、成年後見支援センターの運営方針や

課題の検討などを行う。また、市民後見人養成研修（実践研修）を修了し市

民後見人名簿に登録の意思のある修了者に対しレポートや面接を実施し名

簿登録の選考を行う。 

 

③市民後見人活動マニュアルの作成 

 運営検討委員等からの意見をもらいながら、活動の際のマニュアルを作成

する。 

 

④定期相談会の開催 

 弁護士、司法書士及び社会福祉士等の専門職が相談員となり成年後見制度

の利用が必要と思われる方の把握を行い、市民後見人の活用へつなげる。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

①第１回運営検討委員会開催    平成２５年５月３１日 

②第１回市民後見人名簿登録面接会 平成２５年６月２７日 

③第２回市民後見人名簿登録面接会 平成２６年１月２３日 

④第２回運営検討委員会開催    平成２６年３月２６日 

⑤第１回定期相談会 平成２５年 ９月２５日 

⑥第２回定期相談会 平成２５年１１月２７日 

⑦第３回定期相談会 平成２６年 １月２９日 

⑧第４回定期相談会 平成２６年 ３月１２日 

 

備      考 

 

第１回市民後見人名簿登録面接会による登録人数  ６人 

第２回市民後見人名簿登録面接会への申請者数  １１人 

別添 



平成 26 年 3 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 横手市 

 

事 業 区 分 （３）市民後見人の適正な活動のための支援 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民後見人フォローアップ研修会の実施 

 第１回市民後見名簿登録面接会で登録された６人と登録の意思があった

が、面接会に参加出来なかった２人を対象にフォローアップ研修を実施す

る。 

 家庭裁判所から実際に選任されるまでの期間にすべきことや新たに習得

すべき内容を研修し、市民後見人活動への意欲の維持・向上を図る。 

 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

第１回フォローアップ研修会 平成２５年 ９月３０日 

第２回フォローアップ研修会 平成２５年１０月２８日 

第３回フォローアップ研修会 平成２５年１１月２８日 

第４回フォローアップ研修会 平成２６年１月１６日 

第５回フォローアップ研修会 平成２６年２月２１日 

第６回フォローアップ研修会 平成２６年３月２６日 

 

 

備      考 

 

 

別添 



平成 26 年 3 月 31 日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 横手市 

 

事 業 区 分 （４）その他、市民後見人の活動の推進に関する事業 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名： 

委託内容： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・横手市地域支えあいネットワーク市民集会 

 横手市では市民一人ひとりがつながり安心して暮らし続けることができ

る地域づくりのためにさまざまな支えあい活動が行われているが、その活動

をより活性化していくとともに、支えあいのネットワークの推進を図ること

を目的に「横手市地域支えあいネットワーク市民集会」を開催。 

 そのなかで、横手市の市民後見の取り組みを報告し市民に成年後見制度の

利用と市民後見人の果たす役割について周知する。 

 

・市民後見推進モデル事業自治体研修会 

 標記研修会へ参加し、市民後見について研修し、市民後見人の支援体制等

の構築につなげていく。 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

横手市地域支えあいネットワーク市民集会 平成２５年１１月３０日 

 

第１回市民後見推進モデル事業自治体研修会 平成２６年２月２４日 

第２回市民後見推進モデル事業自治体研修会 平成２６年３月１８日 

 

備      考 

 

 

 

別添 


